
令和６年１月 

枚方市 

宅地造成等工事規制区域指定日前後の 

「都市計画法」・「盛土規制法」許可申請の取扱い 
 

「宅地造成等規制法」（以下、「旧法」という。）が「宅地造成及び特定盛土等規制法」（以

下、「盛土規制法」という。）に改正され、本市では市域全域を「宅地造成等工事規制区域」

に指定し、令和６年４月１日（月曜日）より盛土規制法に基づく運用を開始する予定です。

これに伴い、「宅地造成等工事規制区域」内で許可対象となる宅地造成、特定盛土等又は土

石の堆積（※1）を行う場合は、盛土規制法に基づく許可が必要となります。 

この取扱いでは、運用開始日前後の許可申請（都市計画法、旧法、盛土規制法）や工事着

手に際し、必要な手続き等をご案内しています。申請手続き又は工事の着手状況により、届

出又は許可申請が必要になる場合がありますので、留意事項をご確認いただきますようお

願い致します。 

 

留意事項 

１．宅地造成工事規制区域（旧法） 内 において宅地造成、特定盛土等又は

土石の堆積を行う場合 
〇都市計画法 

運用開始日前に開発許可を申請した場合、運用開始日前に許可を受けなければ、運用開

始日以後は盛土規制法の許可みなしとなり、同法に基づく技術基準への適合並びに政令

で定める規模のものについては中間検査・定期報告が必要になります。（中間検査につい

ては政令で定める工程を含むものに限る） 

〇旧法 

運用開始日前に旧法に基づく許可を申請した場合、運用開始日前に許可を受けなけれ

ば、運用開始日後に改めて盛土規制法に基づく許可申請が必要となります。 

〇盛土規制法 

旧法に基づく許可が不要でも、盛土規制法に基づく許可が必要となる工事（宅地造成、

特定盛土等、土石の堆積）については、運用開始日前に工事着手した場合、運用開始日か

ら２１日以内（※2）に盛土規制法第 21条第 1項に基づく届出が必要になります。 

 届出をせず、又は虚偽の届出をした者には、同法により罰則が規定されていますのでご注

意下さい。 

 

２．宅地造成工事規制区域（旧法） 外 において宅地造成、特定盛土等又は

土石の堆積を行う場合 
〇都市計画法 

運用開始日前に開発許可を申請した場合、運用開始日前に許可を受けなければ、運用開

始日後は、盛土規制法の許可みなしとなり、同法に基づく技術基準への適合並びに中間検

査・定期報告が必要になります。 

運用開始日前に許可を受け、運用開始日前に工事着手した場合は、運用開始日から２１

日以内（※2）に盛土規制法第 21条第 1項に基づく届出が必要になります。 

なお、運用開始日前に工事に着手しなければ、盛土規制法の対象となる内容が含まれ

る開発許可は、盛土規制法に基づく許可の申請も必要となり、当該開発許可の工事着手

も盛土規制法の許可後までできなくなります。 

〇盛土規制法 

運用開始日前に工事着手した場合、運用開始日から２１日以内（※2）に盛土規制法第 21

条第 1項に基づく届出が必要になります。 
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（※１）許可対象となる宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※２）運用開始日が令和６年４月１日（月曜日）の場合は令和６年４月２２日 

（月曜日）まで 

 


